
の概要 腹 驚 き -サービスの
高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される｢地域包括･

ケアシステム｣の実現に向けた取組を進める。 /

1 医療と介護の連携の強化等
① 医療、介護、予防、住まい、生活支援サニビスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。② 白常生;舌圏轉ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定o

･

③ 単身･重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回･随時対応サービスや複合型サービスを創設。④ 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
･

⑤ 介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予o (新たな指定は行わない。)

2 介護人材の確保とサービスの質の向上
① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。② 介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月実施予定)を延期。③ 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。④ 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

3 高齢者の住まいの整備等 ･

0 有料老人ホーム等における.前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)

4 認知症対策の推進 ･

① 市民後見人の育成及び活用など、市町村こおける高齢者の権利擁護を推進。② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。
5 保険者による主体的な取組の推進
① ･介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。② 地域密着型サービスについて、公募‐選考による指定を可能とする。

6 保険料の上昇の緩和
0 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【施行日】
ゞ . . .

｣
- . /1⑧ ~ 2 ②については公布日楠行.その他は平成2 4 年4 月 1日施行.



24時間対応の定期巡回･随時対応サービスの創設(イメージ)

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中翼夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接こ連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う｢定期巡回･随時対応サービス｣を創設する。

,訪問介護と訪問看護が一体的、 又は
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･短時間の定期巡回型訪問

※ ずつの事業所から訪問介護 ･訪問者護を一体的に提供する、“又は、 外部の訪問看護事業所と緊密な連携を図って訪問介護を実施する･など、 訪問介護と訪問看護の密接な連携を図りつつ実施する。

愛寵鬘馨謬雫難し嬰窒翳騨詔顎鱈娯赤至をな文邇域ごと,“サービスを整備できるよ“に 2



複合型サービスの創設･

現行制度

利用者

それぞれのサービスごとに別々の事業所からサービスを受けるため、 サービス間の調整が行いにくく、 柔軟なサービス提供が行いにくい。
/｣、規模多機能型居宅介護は、 地域包括ケアを支える重要なサービスだが、 現行の小規模多機能型居宅介護は、 医療二-ズの高い要介護者に十分対応できていない。

･

誹 I- . 副自首
. . l ｢利用者

0 1つの事業所から、 サービスが組み合わされて提供されるため、 サ÷ビス間の調整が行いやすく、 柔軟なサービス提供が幅J能。 .
○ 小規模多機能型居宅介漏護と訪問者護を一体的に提供覇.る複合型事業所の創設により、 医療ニーズの高い要介護
. 者への支援を充実することが可能。

･

　 　 　

　 　
　 　

至 創設後
　 　

　 　
　　　　　　　　　　　　　　 　

　 　
　　 　　

　

　 　
　 　 　

攣
※地域瀦型サ

.として位置づける

※ 地域密着型サービス

○ 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する複合型サービスを創設する。 ･

○ これにより、利用者は、ニーズに応じて柔軟に、医療ニーズに対応した小規模多機能型サービスなどの提供を受けられるようになる。また、.事業者にとっても、柔軟な人員配置が可能になる、ケアの体制が構築しやすくなるという利点がある。 .

b事業所

　 　

　　

　

　

　
　　

　

　



介護予防･日常生活支援総合事業について(イメージ)
) 市町村の判断により、要支援者･介護予防事業対象者向けの介護予防･日常生活支援のためのサービスを総合的に実施
できる制度を創設。事業を導入した市町村においては、市町村･地域包括支援センターが、劃用者の状態像や意盟向に応じて
予防給付で対応するのか、新たな総合サービスを利用するのかを判断℃

) 利用者の状態像や意向に応じて、介護予防、生活支援(配食、見守り等)、権利擁護、社会参加も含めて、市町村が主体と
なって総合的で多様なサービスを提供。

利 ･要支援と非該当とを行き奉耽るような高齢副こ対し、 総合的で切れ目
用 のないサービスを提供

者 ･虚弱、 ひきこもりほど介護保瞼利用‘こ総てびつかない高齢副こ対し、 円

‘象 滑にサービスを導入 .

･自立や社会参加意欲の高い煮に対し、社会参加や活動の場を提供 ･

地域包括支援センター .

包括的なケアマネジメントを実施

で
/介護予防、＼

〕 </
ノノナ 生活支援

/
> < 権利擁護

/
) ミ

、

｣
社会参加

ノ
>(訪問 ･適所) (配食、 見守り等)

地域全体で高齢者の生活を支える総合的で多様なサービス　　　

　 　　

活用
地域の多様な社会資源の

I
　　 　 　公民館、 自治会館、.

保健センターなど

　　　

介護攣タトサ-ビスの推進1
食 見寸

- J
配食 ･見守りなどの

.生活支援サービスの推進

取組の推進{
地域饑 鷲かしたi｢ボランティアポイント制｣

の活用など

多様なマンパワーの活用、
;地域の多様な社会資源の

介護保険事業者 ･ N P 0 ･ 公民館、 自治会館、ボランティア‐民生委員など 保健センターなど



介護職員等によるたんの吸引等の実施について

【現 状】
, . "

‐

0 たんの吸引 ･.経管栄養は、 医行為に該当し、 医..師法等により、 医師、 看護職員のみが実施可能。例外として、 一定の条件下 (本人の文書による
同意、 適切な医学的管理等) でヘルパー等による
実施を容認り

〔課 題1
o r当面のやむを得夢必要な措置｣ であるため、① 法的に不安定であり~ 行為の実施に当たって不安
② グループホームや有料老人ホームで珂応できてい
ない 等の指摘。

【制度のイメージ〕
　 　　　 　

経管栄養
④胃ろう

"も鯖 ＼ /

⑤賜ろう
(空腸ろぅ) ゆ経鼻経管栄岬

ゴし

介護福祉士及び一定の追加的蛋研修を修了した介護職員等が実施可能となるよう社会福祉士及び介護福祉士法を改正

増製造熟議轟こ士
関
な護るの

閣熟議議員馨遷蓑翳誘導轆急繃の搬謎筑豊轆強襲挑撥蓬鷲者を膚ふて
より安全!ご提供され

※ 介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設、学校等において.、介護福祉士等の介護職員が、たんの吸引や経管栄養等といった日常のr医療的ケア｣を実施できるよう、法整備の検討を早急に進めること6(平成22年9月26日総理指示)



介護職員等によるだんの吸引等の実施のための制度について
(r社会福祉士及び介護福祉士法｣の一部改正案)

L 実施可能な行為 I
0 たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為
であって、医師の指示の下に行われるもの

※ .保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を行うことを業とすることができる。
☆具体的な行為については省令で定める
･たんの吸引 (口腔内~鼻腔内、気管カニューレ内部)
･経管栄養 (胃ろう、賜ろう、経鼻経管栄養) .

l介護職員等の範囲 l
○介護福祉士 .
☆具体的な養成カリキュラムは省令で定める

○自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者
は、事業所ごとに都道府県知事に登録
(全ての要件に適合している場合は登録)

○登録の要件 !
し

☆医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保 .☆記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録事業者の指導監督ご必要な届出、報告徴収等の規定を整備。

対象となる施設･事業所等の例>
一
く

‐
袖

‐

-

‐

}

･ 介護関係施設(特別養護老人水-ム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ポーム~適所介護、短期入所生活介護等)
′沖 人ポーム、適所介護、短期入所生活介護等)
障害者支援施設等(道所施設及びケアホーム等)
在宅(訪問介護、 - ロ ー重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等)
特別支援学校

※医療機関は対象外
･

･

. 出典:介護職員等によ

1 実施時期及び経過措置 l
o 平成24年4月 1日施行
(介護福祉士については平成27年4月1日施行。ただし、それ以前であっ
ても、一定の研修を受ければ実施可能。)

0 現在、一定の条件の下にたんの吸引等を美方街している者
ミ新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置

6

○介護福祉士以外の介護職員等
☆一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定
☆認定証の交付事務は都道府県が登録研修機関に委託可能

L登録研修機関 . I
0たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録(全
ての要件に適合している場合ば登録)‐

○登録の要件
☆基本研修~実地研修を行うこと ･
☆医師･看護師その他の者を講師として研修業務に従事
☆研修業務を適正･確実に実施するための基準に適合
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録研修機関の指導監督に必要な登録の更新制、届出、改釜命△- +



保険料の上昇の緩和

0 財政安定化基金の取り崩し

甥塾生港裂き姿勢余勢方醸合鶴舞講没町議滝密議共最期灘盪譫町村で3分のTずつ拠出。)･介護保険財政に不足
■鸚期

拠総勢‘自選還
率漉き

大潟茎穣艇下す
し
る藝潔を避難 観末隊きる壽

約28 5o億円となる見込みo会計検査院からも余裕

褒秀の
等拠勢話す暖をきたさないための必要な見込額を残して、財政安定化基金の余裕分を第1号保険料の上昇の

0 市町村準備基金の取り崩し ,

･ ･第4期中の積立見込額の一部を取り崩すことにより保険料軽減に活用する。

【第5期 (H 2 4 ~ 2 6年度)の介護保険料の見込み】

嬢挨拶選の円
見
~給衆知角程度-- T --三千羽g程度砺芥護嚴動議 --テー;

　 　

第4期の全国平均
4ず 6 0 円 - - - - - - -

　 　

　
　 　 　

　 　第4期 (平成2 1 ~ 2 3 年度) 第5 期 (平成2 4 ~ 2 6年度)



介護保険陣がい福祉専門部会資料

平成 23 年 7月 15 日

第4 期介護保険事業計画における施設整備見込

事業名 平成 23 年 4月現在 第 4期計画目標 第 4期末実績 (見込) 達成率
- 特別養護老人ホームの整備 1,739 床 1,739 床 T,739 床 100.0 %

2 老人保健施設の整備 975 床 1話75 床 1,193 床 10 1-5 %

3 ンヨー トステイベツ ドの確保 316 床 331 床 356 床 107.6 %

4 小規模多機能型居宅介護事業所の整備 7か所 ゆか所 9か所 90 .0 %

5 認知症高齢者グループホームの整備 461名 (26 か所) 507 名 (28 か所) 569 名 (32 か所) = 2 .2 %

6 夜間対応型訪問介護 76 名 (2 か所) 600 名 (2 か所) 100 名 (2 か所) 16.7 %

7 認知症対応型通所介護 6,380 人 (22 か所) 7,800 人 7,250 人 (25 か所) 92 .9 %



介護保険施設を 1 0 0 床設置した場合の保険料影響額 (モデル)

L 追加資料 -
特別養護老人ホームを 1 0 0 床設置した場合の保険料影響額 (モデル)

1人あたり保険料影響月額 18.75円

A施設年間給付 開廷額 黎 存在宅での年間給 D 差額 (施設開設影 保険料影饗額
険料影響月額間給癲 響額 郛 d 銘 * 22年度調 綴 讓襄数救会議費 険 1人あたり保

整交付率3.67 % ) (円) ÷ 12

介護老人保健施設を 1 0 0 床設置した場合の保険料影響額 (モデル)

1人あたり保険料影響月額 23 .63 円

A施設年間給付 欝塞公褻新難 行在宅での年間給 D 差額 (施設開設影 保険料影響額
険 * 饗月額間給付額 響額 鮒‐C) (22‐ * :22年度調 鱗撲講 義 凝議鬚険 1人あたり保

整交付率3.67 % ) (円) ÷ 12(円) ÷ 12

2 3 . 6 3
428,000 2 0 1, 22 0 , 54 8, 62 0 4 1,4 3 3 ,

※平成 2 2 年 1 0月 1 日現在の数値により算出 (給付分析、 介護保険事業報告)


